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２ 議事録署名委員の決定 9 
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第１号議案 福岡広域都市計画下水道の変更（宗像市決定）について 12 
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19 

配 布 資 料 一 覧 

１  次第                    ・・・本日配布 

２  議案書（１号議案）             ・・・本日配布 

３ 参考資料（１号議案）            ・・・本日配布 

４ 付議書の写し（１号議案）         ・・・本日配布 



令和５年度第２回宗像市都市計画審議会 20 

 21 

○事務局 22 

宗像市都市計画審議会の開会に先立ち、現在１１名の委員に出席していただいてお23 

り、２分の１以上の定足数に達しておりますことを皆様に報告いたします。 24 

 25 

≪配布資料の確認≫ 26 

 27 

○会長 28 

それでは、あらためまして事務局の報告のとおり定足数に達しておりますので令和29 

５年度第２回宗像市都市計画審議会を開催いたします。次第にそって進めてまいりま30 

す。次に次第２、議事録署名委員の選出を行います。運営方針に基づいて選出させて31 

いただきます。 32 

 33 

○事務局 34 

議事録署名委員ですが、運営方針に基づき、番号順にお２人ずつお願いしておりま35 

す。前回は、２番の松永委員と３番の江口委員でしたので、本日は、４番委員の鈴木36 

委員と欠席されている５番委員の吉田委員は次回お願いすることとし、６番委員の吉37 

武委員にお願いしたいと考えております。 38 

また、議事録は、これまでどおり、原則、発言者とその内容全てを記録するものと39 

し、ホームページ上で公開したいと考えております。 40 

 41 

○会長 42 

皆様、会議録への署名委員と議事録の作成方法については、今説明があったとおり43 

でございますが、よろしいですか。 44 

 45 

－「異議なし」の声－ 46 

 47 

○会長 48 

それでは、本日の会議については、鈴木委員、吉武委員に議事録の署名をお願いし49 

たいと思います。 50 

 51 

○事務局 52 

ここで、都市再生部長から本日の案件につきまして、審議会への付議をさせていた53 

だきます。本日お配りしました付議書をご覧ください。 54 

 55 



≪付議書の読み上げ≫ 56 

 57 

○会長 58 

審議に入りたいと思います。本日は、付議案件が１件ございます。 59 

内容の説明と審議を行い、その後、採決を行いたいと思います。それでは説明をお60 

願いします。 61 

 62 

○事務局 63 

第１号議案、「福岡広域都市計画下水道の変更」についてご説明いたします。担当64 

部署から説明いたします。 65 

 66 

○事務局 67 

第１号議案、「福岡広域都市計画下水道の変更」議案書１ページ目をご覧ください。 68 

今回の変更は福岡広域都市計画下水道宗像公共下水道につきまして、排水区域の拡69 

大を行うものでございます。 70 

議案書の２ページをご覧ください。今回の計画決定では維持管理や事務の効率化を71 

目的に、これまで漁業集落排水事業で下水処理を行ってきた鐘崎漁業集落排水処理区72 

域（以下、鐘崎地区とします）の約３８ヘクタールを公共下水道の排水区域に編入す73 

るとともに、江口、吉田、吉留の３地区の約８ヘクタールを排水区域に追加するもの74 

でございます。 75 

これにより、現在の排水区域、約２，６８３ｈａを約２，７２９ｈａへ変更するも76 

のでございます。また、鐘崎汚水中継ポンプ場をその他の施設に追加するものでござ77 

います。  78 

今回追加する区域・場所につきましては、議案書３ページの図面をご覧ください。 79 

こちらは福岡広域都市計画下水道総括図でございます。追加する区域の合計約４６80 

ｈａを赤色で示しております。また、追加する鐘崎汚水中継ポンプ場でございますが、81 

鐘崎地区の北部に位置しております。 82 

 83 

鐘崎地区を公共下水道の排水区域に追加するに至った経緯についてご説明いたしま84 

す。鐘崎地区の汚水処理は、漁業集落排水事業として昭和５９年に供用を開始し、施85 

設の老朽化が進行していたため、大規模改修や維持管理等の課題がありました。 86 

そこで、平成２６年度に次の２パターンで検討を行いました。 87 

１つ目は、老朽化した鐘崎汚水処理場を大規模改修した上で継続利用する場合。 88 

２つ目が、公共下水道へ区域外流入として接続し、共同で処理する場合です。 89 

その結果、２つ目の公共下水道へ区域外流入として接続する方が１年ごとに約１，90 

９００万円ずつの費用削減効果が見込まれ、経済的であるという結果が出ました。 91 



そのため、平成２８年度から鐘崎下水処理場の汚水中継ポンプ場化に向けた改築工92 

事と圧送管敷設工事を行い、令和２年度よりポンプ圧送により、宗像終末処理場で汚93 

水処理をしております。その後、令和３年度に全体計画を変更し、令和４年度の宗像94 

市下水道事業運営審議会で公共下水道への編入の答申をいただき、今年度、事業計画95 

の変更のタイミングに合わせて事業編入の手続きを行っているものです。 96 

次に、鐘崎地区からの汚水の圧送ルートについてご説明いたします。この図は鐘崎97 

中継ポンプ場の位置と圧送ルートを表示しております。鐘崎地区の汚水は鐘崎汚水中98 

継ポンプ場から神湊中継ポンプ場と田島中継ポンプ場を経由して宗像終末処理場へポ99 

ンプ圧送され、汚水処理を行っております。 100 

議案書の４ページ目から８ページ目までは、追加する地区や汚水中継ポンプ場の拡101 

大図でございますので、詳細について資料でご確認ください。 102 

また、参考資料として新旧対象表と計画変更概要書をお配りしておりますが、これ103 

まで説明した内容と重複いたしますので、説明については割愛させていただきます。 104 

なお、今回の変更案を、本年１１月６日から１１月２０日までの期間、都市計画法105 

第１７条に基づき、公衆の縦覧に供しましたが、市民及び利害関係者からの意見書の106 

提出はございませんでした。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い107 

します。 108 

 109 

○会長 110 

ありがとうございました。ただいま、事務局から第１号議案について説明がありま111 

したので、質疑、応答に入ります。質問書は事前に提出されていますか。 112 

 113 

○事務局 114 

 本日の１号議案に関して大島委員より質問書が提出されております。質問の内容は、115 

「鐘崎汚水中継ポンプ場追加の予算及び工事実施期間について」です。質問内容につ116 

いて読み上げた後、続いて担当部署から説明させていただきます。 117 

質問内容は、「排水区域の拡大については理解できるが、ポンプ場の追加決定に関118 

しては、鐘崎汚水中継ポンプ場を追加するとあるが、いつ頃工事をするのか。また、119 

予算はどうなっているか」というものです。続いて担当部署から回答いたします。 120 

 121 

○事務局 122 

鐘崎汚水中継ポンプ場につきましては、平成２８年度から鐘崎下水処理場を汚水中123 

継ポンプ場化に向けた改築工事を行い、合わせて圧送管敷設工事を行いました。 124 

令和２年度からはポンプ圧送により公共下水道へ区域外流入という形で接続し、既125 

に宗像終末汚水処理場で処理を行っております。事業費につきましては、約５億８，126 

０００万円で整備しております。以上です。 127 



 128 

〇会長 129 

ありがとうございました。今回の経緯について、すでに鐘崎地区は区域外流入して130 

いたのですが、今回排水区域を拡張し、改めて公共下水道の対象にするということで131 

間違いないですか。 132 

 133 

〇事務局 134 

その通りです。 135 

 136 

〇会長 137 

ありがとうございます。それでは他にご質問がありました。お願いしたいと思いま138 

す。いかがでしょうか。 139 

 140 

〇石松委員 141 

鐘崎地区の排水区域を確認しますと、いくつか区域に入れない虫食い状態になって142 

いますが、その理由を教えてください。 143 

 144 

〇事務局 145 

区域に入れない虫食い状態となっているのは、農業地域でございます。土地利用の146 

用途として、田や畑でありますので下水道としては整備する必要がないところになり147 

ます。そのため、虫食いの状態となっています。 148 

 149 

〇会長 150 

他に質問はございますか。 151 

 152 

〇上野委員 153 

鐘崎地区以外の区域の追加に関して、それぞれ区域に追加する具体の理由や今後の154 

狙いなど、そういったものがあればご説明をいただければと思います。 155 

 156 

〇事務局 157 

まず、江口地区についてですが、道の駅むなかたの南側に位置しています。道の駅158 

むなかたは、ご存じのとおり、かなりの集客を得ている施設で、この地区に、世界遺159 

産及びその周辺環境と調和した集客施設を誘致することによって、観光と商業の相乗160 

効果を狙っております。 161 

また、国道４９５号沿いに観光拠点化を促進することで、周囲にも店舗の出店を促162 

進することができると考えておりまして、国道４９５号沿道で出店を促す補助金など163 



を用意しているところです。 164 

そのような背景から、下水道の計画に新たに入れさせていただいております。以上165 

です。 166 

 167 

〇会長 168 

はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。 169 

 170 

〇上野委員 171 

残りの他の２つの地区についても理由を教えてください。 172 

 173 

〇事務局 174 

吉田地区、吉留地区に関しましては、鐘崎地区の公共下水道区域拡大のタイミング175 

に合わせまして、まとまったエリアとして編入したところです。 176 

 177 

○会長 178 

 それでは、ほかに、ご質問がありましたらお願いいたします。質問も出尽くしたよ179 

うですので審議に入りたいと思います。第１号議案に対して、意見がある方はいらっ180 

しゃいますか。 181 

 182 

○会長 183 

他に意見がないようですので、採決を取ります。通常であれば賛成の方に挙手をお184 

願いしているところですが、本審議会では、反対の方に挙手をお願いしております。 185 

第１号議案「福岡広域都市計画下水道の変更」について、反対の方は挙手をお願いし186 

ます。 187 

 188 

〇会長 189 

 反対の挙手なしですので、第１号議案は可決されました。これで、本日の議案の審190 

議はすべて終了いたしました。事務局の方に何かご連絡ありますか。 191 

 192 

〇事務局 193 

事務連絡がございます。今後の都市計画審議会につきまして、時期は未定でござい194 

ますが、都市計画提案制度に基づく地区計画の提案が掲出される見込みでございます。 195 

提案があり、準備が整い次第ですね。また、審議会開催についてお知らせいたしま196 

す。以上で事務連絡を終わります。 197 

 198 

〇会長 199 



 令和５年度第２回都市計画審議会を閉会したいと思います。本日はどうもありがとう200 

ございました。 201 


